
1款1項5目01事業     内守谷浄化センター長寿命化工事費     

  

新規 ・ 拡充 

目 的・ねらい 

   

内 容 

  

 
下水道課  予算書P282 

 

 本事業は，国土交通省で定められている社会資本整備総合交付金交付要綱の中の下水
道長寿命化支援制度に該当する事業であり，この制度は事故等の未然防止及びライフサイ
クルコストの最小化を図るため，下水道施設の健全度に関する点検・調査結果に基づき，
「長寿命化対策」に係る計画を策定するとともに，当該計画に基づき，長寿命化を含めた計
画的な改築等を行うことを目的としている。 
 内守谷浄化センターは，平成１１年の供用開始から１８年以上が経過しており，そのため
機器類の劣化やそれに伴う不調が発生していることから，長寿命化を含めた計画的な機器
類の更新を行うことで，市民生活のライフラインである下水道施設を安定して運営を行える
ようにする。 

長寿命化計画によって定めた施設更新計画に基づき工事を行う。 
   
・汚泥処理設備工事（汚泥脱水設備など） 
・電気設備工事（監視制御，汚泥計装設備など） 
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（公共下水道事業特別会計） 


